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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
七
号 

製
造
業
外
国
従
業
員
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
九
日 
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業
大
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亮
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製
造
業
外
国
従
業
員
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
を
廃
止
す
る
告
示 

 

製
造
業
外
国
従
業
員
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
一
号
）
は
、
廃

止
す
る
。 附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習

生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
九

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 
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（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
こ
の
告
示
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
製
造
業
外
国
従
業
員
受
入
事
業
に
関
す
る
告
示
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
告
示
」
と
い
う
。
）
第

４
の
１
の
製
造
特
定
活
動
計
画
の
認
定
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
ま
だ
そ
の
認
定
を
す

る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
認
定
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

３ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
旧
告
示
第
４
の
３
の
認
定
を
受
け
て
い
る
製
造
特
定
活
動
計
画
及
び
施
行
日

以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
告
示
第
４
の
３
の
認
定
を
受
け
る
製

造
特
定
活
動
計
画
に
関
す
る
旧
告
示
第
４
の
４
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
の
認
定
、
旧
告
示
第
４
の
５
の

規
定
に
よ
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
、
旧
告
示
第
５
の
規
定
に
よ
る
実
施
状
況
等
の
把
握
、
確
認
及
び
報
告

等
、
旧
告
示
第
６
の
規
定
に
よ
る
監
査
及
び
指
示
及
び
旧
告
示
第
７
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
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て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


